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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

山
梨
大
学
に
お
け
る
不
当
か
く
首
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

、

昭
和
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日 

衆

議

院

議

長 

幣 

原 
喜 

重 

郞 

殿 

、 
 

提
出
者 

今 

野 

武 

雄 

一 



大
学
当
局
は
未
だ
一
度
も
「
大
学
の
最
高
方
針
」
な
る
も
の
を
発
表
し
た
こ
と
が
な
く
、
国
家
公
務
員
法
第
七
十
八
條
に
つ

い
て
は
、
そ
の
ど
の
項
に
該
当
す
る
か
を
明
か
に
し
て
い
な
い
。
大
学
当
局
は
国
家
公
務
員
法
第
七
十
八
條
の
解
釈
は
お
ろ 

か
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
一
言
も
ふ
れ
ず
、
「
皆
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
よ
う
と
勝
手
だ
。
し
か
し
、
そ
の
解
釈
に
つ
い 

て
は
責
任
は
負
わ
な
い
。
」
と
放
言
し
て
い
る
。 

ま
た
安
達

学
長
は
十
月
一
日
辞
職
勧
告
の
理
由
の
説
明
を
求
め
た
の
に
対
し
、
「
問
答
無
用
」
と
怒
号
し
た
の
み
で
、
何

ら
の
説
明
を
も
與
え
な
か
つ
た
。 

山
梨
大
学
に
お
い
て
雨
宮
廣
一
、
萩
原
茂
雄
、
橫
内
律
子
、
三
技
守
の
四
名
は
、
十
月
一
日
西
川
孝
次
郞
工
学
部
長
及
び 

澤
田
龍
夫
事
務
局
長
か
ら
「
公
務
員
と
し
て
の
適
格
性
が
な
く
、
大
学
の
最
高
方
針
に
そ
わ
な
い
。
」
と
の
理
由
で
辞
職
の
勧

告
を
う
け
、
十
一
月
三
十
日
附
「
右
の
者
は
国
家
公
務
員
法
第
七
十
八
條
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
免
職
す
る
の
で 

あ
る
。
」
と
い
う
処
分
説
明
書
を
そ
え
て
、
免
職
の
辞
令
を
受
け
た
。 

山
梨
大
学
に
お
け
る
不
当
か
く
首
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

、
、 

 

三 

 



な
お
安
達

学
長
に
つ
い
て
は
、
旅
順
工
業
大
学
長
時
代
、
朝
礼
の
際
に
は
日
本
刀
を
腰
に
さ
し
て
訓
示
し
た
と
か
、
沖 

縄
の
鉄
血
勤
皇
隊
に
な
ら
つ
て
斬
込
隊
を
組
織
し
よ
う
と
し
た
と
か
、
敗
戰
時
日
本
軍
の
兵
器
を
「
他
日
に
備
え
て
」
と
称
し

て
隠
匿
し
、
進
駐
軍
に
引
渡
さ
な
か
つ
た
と
か
の
風
評
が
数
多
い
こ
と
を
申
添
え
て
お
く
。 

し
か
も
、
こ
の
四
名
の
者
の
勤
務
状
況
は
極
め
て
良
好
で
、
国
家
公
務
員
法
第
七
十
八
條
の
い
ず
れ
の
項
に
も
該
当
し
て 

い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
場
の
主
任
教
授
、
同
僚
な
ど
が
証
明
書
の
発
行
な
ど
に
よ
つ
て
こ
れ
を
明
か
に 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

三 

こ
の
よ
う
な
経
過
に
よ
つ
て
か
く
首
さ
れ
た
者
は
、
自
分
の
か
く
首
に
つ
い
て
納
得
で
き
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の 

見
解
如
何
。 

、

一 

右
の
よ
う
な
処
置
を
と
り
、
言
動
を
し
て
い
る
安
達
学
長
こ
そ
国
家
公
務
員
と
し
て
の
適
格
性
を
全
く
も
た
ず
、
国
家 

公
務
員
法
第
七
十
八
條
に
該
当
し
て
お
り
、
学
長
の
任
に
あ
る
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

二 

政
府
の
安
達
学
長
に
対
す
る
処
置
如
何
。 

、 
、 

 
、 

四 

 



四 
こ
の
よ
う
な
か
く
首
が
行
わ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
政
府
に
よ
つ
て
放
任
さ
れ
て
い
れ
ば
、
大
学
の
職
員
は
自
分
の
地
位
、 

、

五 

こ
れ
に
対
し
て
政
府
は
、
具
体
的
に
い
か
な
る
処
置
を
と
る
か
。 

六 

こ
の
よ
う
な
か
く
首
を
行
う
こ
と
は
山
梨
大
学
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
国
立
大
学
の
最
高
方
針
に
反
す
る
も
の
で
は 

な
い
か
。 

、

八 

国
家
公
務
員
法
第
七
十
八
條
の
解
釈
に
つ
い
て
山
梨
大
学
当
局
の
よ
う
な
放
言
が
許
さ
れ
る
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。 

七 

こ
の
四
名
の
被
か
く
首
者
は
国
家
公
務
員
法
第
七
十
八
條
の
ど
の
項
に
該
当
す
る
の
か
。 

、

身
分
、
待
遇
な
ど
に
つ
い
て
常
に
不
安
を
懐
き
、
そ
の
職
責
を
完
全
に
果
す
こ
と
が
で
き
ず
、
大
学
の
能
率
は
低
下
す
る 

と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

右
質
問
す
る
。 

、 
  

 
、 

、 

五 
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